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特別支援教育巡回相談体制の強化 

 

 事業概要 

  今年度より、障がいの有無に関わらず幼児児童生徒が「共に学び、共に育ち、共に

生きる」教育の一層の推進に向けて全校園を対象として、障がいのある幼児児童生

徒の実態把握や具体的な指導・支援の方法、関係機関や保護者との連携等について、

担当指導主事及び特別支援教育担当アドバイザー（臨床心理士、作業療法士、理学

療法士）による指導・助言を行い、校園内指導体制の強化を図った。 

また、特別支援教育の一層の充実に向け、特別支援教育の校園内体制の状況につい

て指導主事が学校園訪問を実施した。 

  平成２８年度より、言語聴覚士を新たに配置予定。 

 

【 取 組 状 況 】 

特別支援教育巡回相談 

 臨床心理士、作業療法士、理学療法士（専門家チームの活用）、担当指導主事、特別

支援学校教員で巡回相談を実施した。 

 実施数 

平成 26年度   巡回相談のべ 496校園 

内訳：幼稚園 92園、小学校 351校、中学校 48校、 

高等学校 5校 

※モデル研究校園（28校園）を含む 

 

平成 27年 12月末時点  

巡回相談・巡回訪問の申込状況 

  幼稚園 小学校 中学校 高等学校  合計 

巡回相談  66   283  59 5 413 

モデル校巡回 17   45 14 4 80 

小計 83 328 73 9 493 

学校訪問 0   31 50 13 94 

合計 83 359 123 22 587 

参考 

 平成 25年度 巡回相談実績  のべ 471校園 

 平成 27年度 巡回相談予定  のべ 617校園 

        学校訪問を合わせた予定 のべ 737校園 

        ※特別支援教育モデル研究実施校園 42校園 

 


